
ＰＡＺ、ＵＰＺの概況（教育施設等の分布） 
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ＰＡＺ、ＵＰＺの概況（医療施設の分布） 
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ＰＡＺ、ＵＰＺの概況（社会福祉施設の分布） 
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ＰＡＺ、ＵＰＺの概況（施設の分布） 
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２．緊急事態の初期対応段階における 
  防護措置の考え方 

11 

＜対応のポイント＞ 
  原子力災害対策指針では、原子力災害時の緊急事態の初期対応段階においては、施設の状況 
 に応じて緊急事態の区分を決定し予防的防護措置を実行するとともに、観測可能な指標に基づ 
 き緊急時防護措置を迅速に実行できるような意思決定の枠組みを構築することとされている。 
 



ＰＡＺ内 
～５km 

ＵＰＺ内 

５km～30km 
（※3） 

 

施設敷地緊急事態 
（ＥＡＬ２） 

 例）残留熱除去機能 
   全喪失 

警戒事態 
（ＥＡＬ１） 

例）大地震（立地道県で 
  震度6以上） 

全面緊急事態 

（ＥＡＬ３） 
 例）全交流電源30分 
   以上喪失 

施設敷地緊急事態要避難者（※2）

の避難・屋内退避の準備開始 
施設敷地緊急事態要避難者（※2）

の避難開始・屋内退避 

住民の避難準備開始 

安定ヨウ素剤の服用準備 

住民の避難開始 

安定ヨウ素剤の服用 

屋内退避の準備 屋内退避 

緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ） 

 緊急事態の初期対応段階においては、情報収集により事態を把握し、原子力施設の状況や当該施設からの距
離に応じ、防護措置の準備やその実施等を適切に進めることが重要 

 原子力災害対策指針では、原子力施設の状況に応じて緊急事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急
事態の３つに区分 

（※1）ＥＡＬ（Emergency Action Level)：緊急時活動レベル 
避難や屋内退避等の防護措置を実施するために、原子力施設の状況に応じて対策するように、事前に定めた判断基準 

 
（※2）避難の実施に通常以上の時間がかかり､かつ、避難の実施により健康リスクが高まらない要配慮者、安定ﾖｳ素剤を事前配布され

ていない者及び安定ﾖｳ素剤の服用が不適切な者のうち､施設敷地緊急事態において早期の避難等の防護措置の実施が必要な者 
 
（※3）事態の規模、時間的な推移に応じてUPZ圏内においても段階的に予防的防護措置を実施する場合あり 
 
（※4）ＵＰＺ内と同様に、事態の進展等に応じて屋内退避を行う必要がある。このため、全面緊急事態に至った時点で、必要に応じ

て住民等に対して屋内退避を実施する可能性がある旨の注意喚起を行わなければならない。 
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ＵＰＺ外 

30km～ 
（※4） 

 



運用上の介入レベル（ＯＩＬ）  

 放射性物質の放出後は、その拡散により比較的広い範囲において空間放射線量率等の高い地点が発生する可
能性があるため、緊急時モニタリングを迅速に行い、ＯＩＬに照らして一時移転等の早期防護措置や除染、
飲食物摂取制限などの必要な防護措置を実施 

ＵＰＺ内 
５km～30km 

緊急防護措置 
500μ㏜/h以上 

早期防護措置 
20μ㏜/h以上 

数日内を目途に飲食物中の放射
性核種濃度を測定すべき区域を
特定 

１日以内を目途に区域を特定 

対象地域の住民を、1週間程度
内に一時移転【ＯＩＬ２】 

数時間内を目途に区域を特定 

１週間以内を目途に飲食物中の
放射性核種濃度の測定と分析を
実施 

対象地域の生産物の摂取を制限 
【ＯＩＬ２】 

避難（移動が困難な者の一時屋
内退避を含む）の実施 
【ＯＩＬ１】 

基準を超えるものにつき摂取
制限を迅速に実施 
【ＯＩＬ６】 

避難基準に基づいて避難した避難
者等をスクリーニングして、基準
を超える際は迅速に除染 
【ＯＩＬ４】 

ＵＰＺ外 
30km～ 

ＵＰＺ内と同じ 

（※）ＯＩＬ( Operational Intervention Level)：運用上の介入レベル 
    放射線モニタリングなどの計測された値により、避難や屋内退避等の防護措置を実施するための判断基準 
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飲食物摂取制限 
0.5μ㏜/h以上 



３．関係機関相互の情報伝達体制 

＜対応のポイント＞ 
   原子力災害が被災地の地方公共団体等の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、国、２  
 県６市及び中国電力㈱等は、連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう、情報伝達ルートの多重 
 化及び情報収集・連絡体制の明確化など体制の確立を図っている。 
 
  緊急時において、住民等の行動に関する指示や異常事態に関する情報が迅速にかつ分かりや 
 すくそして正確に伝達される体制を構築している。 
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 事業者、国、県、市等の連絡体制（警戒事態） 

 中国電力㈱は、警戒事態に該当する事象の発生及び施設の状況について原子力規制委員会に連絡するととも
に、協定に基づき島根県及び松江市に、原子力事業者防災業務計画に基づき他の関係地方公共団体に対して
連絡 

 原子力規制委員会は、中国電力㈱の情報に基づき警戒事態の発生の確認を行い、２県６市に対して情報提供 
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原子力規制委員会 関係省庁 

中国電力㈱ 

連
絡 

情報提供 

連絡 

            防災基本計画に基づく連絡 
 

   その他の連絡 

警戒事態時の連絡体制 

島根県 

松江市 

鳥取県 

出雲市、安来市、雲南市 

米子市、境港市 

関係地方公共団体 

指定地方公共機関 
（交通事業者、放送事業者、 

医療関係団体等） 

指定地方公共機関 
（交通事業者、放送事業者、 

医療関係団体等） 

その他の島根県内市町村 
岡山県・広島県・山口県 

その他の鳥取県内市町村 



施設敷地緊急事態時の連絡体制 

 中国電力㈱は、施設敷地緊急事態に該当する事象の発生及び施設の状況について原子力規制委員会及び２
県６市に通報 

 原子力規制委員会は、施設敷地緊急事態の発生の確認を行い、２県６市等に対して情報提供 
 島根県及び鳥取県は、通報・連絡を受けた事項について、県内市町村（島根県は、岡山県・広島県・山口

県にも）連絡 
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中国電力㈱ 

島根県警察本部 
鳥取県警察本部 

官邸（内閣官房） 

内閣府 

松江市消防本部 

境海上保安部 

自衛隊 

            

       原災法１０条に基づく通報 
 

            防災基本計画に基づく連絡 
 

 その他の連絡 
 

通報 

通報 

通報 

情報提供 

島根県 

松江市 

鳥取県 

出雲市、安来市、雲南市 

米子市、境港市 

関係地方公共団体 

その他の島根県内市町村 
岡山県・広島県・山口県 

その他の鳥取県内市町村 

指定地方公共機関 
（交通事業者、放送事業者、 

医療関係団体等） 

指定地方公共機関 
（交通事業者、放送事業者、 

医療関係団体等） 

原子力規制委員会 




